
議案第 １ 号

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則

の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区

域に関する規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。

令和５年６月８日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

⑴ 特別支援学校の設置及び統廃合、分校等の設置及び廃止、学校の障害種の設定な

どについての総合的な計画である第６期県立特別支援学校編成整備計画(令和４年度

～令和13年度）において、名護特別支援学校の肢体不自由教育部門と病弱教育部門

を桜野特別支援学校の肢体不自由教育部門と病弱教育部門へ統合することにより、

両校の専門性の確保と教育環境を整理することが定められた。

⑵ 今般、所要の調整が完了したことを踏まえ、同計画の令和６年度からの実施に当

たり、名護特別支援学校が行う教育の障害の種類及び当該学校の通学区域に係る規

定を整理する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

（学校等の管理）

第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属

する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその

他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。

この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施の

ためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ

当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

２（略）

３（略）



沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

令和５年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則

（沖縄県立特別支援学校管理規則の一部改正）

第１条 沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正

する。

「知的障害

肢体不自由 「知的障害

別表第１沖縄県立名護特別支援学校の項中 視覚障害 を 視覚障害 に改める。

聴覚障害 聴覚障害」

病弱 」

（沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第２条 沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成22年沖縄県教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１国頭学区の部名護特別支援学校の項中「病弱である幼児に対する教育を行う幼稚部、児童に対

する教育を行う小学部並びに生徒に対する教育を行う中学部及び高等部にあっては、医師の許可を受けて

保護者の責任において通学可能な幼児及び児童生徒に限る。」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の沖縄県立特別支援学校管理規則別表第１の規定は、この規則の施行の日以

後に入学する者に対する教育について適用し、同日前に入学した者に対する教育については、なお従前の

例による。

３ 第２条の規定による改正後の沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則別表第１の規定は、この規

則の施行の日以後に入学する者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。



規則案の概要の説明

部課名 県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立特別支援学校管理規則及び沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規

則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 特別支援学校の設置及び統廃合、分校等の設置及び廃止、学校の障害種の設定

などについての総合的な計画である第６期県立特別支援学校編成整備計画(令和４

年度～令和13年度）において、名護特別支援学校の肢体不自由教育部門と病弱教

育部門を桜野特別支援学校の肢体不自由教育部門と病弱教育部門へ統合すること

により、両校の専門性の確保と教育環境を整理することが定められた。

⑵ ⑴については、令和６年度中の実施を目標としていたが、今般所要の調整が完

了したため、名護特別支援学校が行う教育の障害の種類及び当該学校の通学区域

に係る規定を改正する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）を次

のように改める。 <第１条>

沖縄県立名護特別支援学校の障害の種類を知的障害、視覚障害、聴覚障害と

する。（別表第１関係）

⑵ 沖縄県立特別支援学校の通学区域に関する規則（平成22年沖縄県教育委員会規

則第３号）を次のように改める。<第２条>

沖縄県立名護特別支援学校の通学区域の病弱教育の項を削る。（別表第１

関係）

⑶ この規則は、令和６年４月１日から施行する。（附則第１項）

⑷ ⑴は、この規則の施行の日以後に入学する者に対する教育から適用し、同日前

に入学した者に対する教育については、なお従前の例による。（附則第２項）

⑸ ⑵は、この規則の施行の日以後に入学する者から適用し、同日前に入学した者

については、なお従前の例による。（附則第３項）

４ 根拠法令

⑴ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

⑵ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第73条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料



新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

第
１
条
～
第
8
4
条
（
略
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律
第
1
6

2
号
）
第
3
3
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
の

管
理
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
の
目
的
）

第
２
条

学
校
は
、
教
育
基
本
法
（
平
成
1
8
年
法
律
第
1
2
0
号
）
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
2
2
年
法
律

第
2
6
号
）
、
そ
の
他
教
育
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、

知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
に
準
ず
る
教
育
を
施
す
と
と
も
に
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は

生
活
上
の
困
難
を
克
服
し
自
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
名
称
、
位
置
、
修
業
年
限
等
）

第
３
条

学
校
の
名
称
、
位
置
、
障
害
の
種
類
、
部
、
科
、
修
業
年
限
及
び
学
科
は
、
別
表
第
１
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
４
条
～
第
8
4
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

沖
縄
県
立
名
護
名
護
市
字
知
的
障
害

幼
稚
部

１
年
、
２
年
、

沖
縄
県
立
名
護
名
護
市
字
知
的
障
害

幼
稚
部

１
年
、
２

特
別
支
援
学
校

宇
茂
佐

（
削
る
。
）

３
年

特
別
支
援
学
校

宇
茂
佐

肢
体
不
自
由

年
、
３
年

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



視
覚
障
害

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

小
学
部

６
年

聴
覚
障
害

小
学
部

６
年

（
削
る
。
）

病
弱

中
学
部

３
年

中
学
部

３
年

高
等
部

３
年

普
通
科

高
等
部

３
年

普
通
科

別
表
第
２
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
略
）

別
表
第
２
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
1
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
2
1
号
様
式

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

第
１
条
～
第
５
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
沖
縄
県
立
特
別
支
援
学
校
（
以
下
「
特
別
支
援
学
校
」
と
い
う
。
）
の
通

学
区
域
（
以
下
「
学
区
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
区
）

第
２
条

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
、
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
高
等
部
（
普
通
科
に
限
る
。
）

の
学
区
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、

県
全
域
と
す
る
。

２
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
入
学
者
選
抜
の
た
め
の
学
力
検
査
に
よ
る
選
抜
の
結
果
、
特
別
支

援
学
校
の
高
等
部
の
合
格
者
の
数
が
学
科
の
定
員
に
達
し
な
い
場
合
に
再
度
募
集
が
行
わ
れ
る
と

き
の
当
該
募
集
に
係
る
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
普
通
科
の
学
区
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
１
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
全
域
と
す
る
。

３
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
（
普
通
科
以
外
の
学
科
に
限
る
。
）
の
学
区
は
、
県
全
域
と
す
る
。

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

学
区
名

特
別
支
援
学
校
名

区
域

学
区
名

特
別
支
援
学
校
名

区
域

国
頭
学
区

名
護
特
別
支
援
学
校
国
頭
村
、
大
宜
味
村
、
東
村
、

国
頭
学
区

名
護
特
別
支
援
学
校
国
頭
村
、
大
宜
味
村
、
東
村
、
病
弱
で
あ
る
幼
児
に
対

今
帰
仁
村
、
本
部
町
（
本
部
町
（
削
る
。
）

今
帰
仁
村
、
本
部
町
（
本
部
町
す
る
教
育
を
行
う
幼
稚

立
水
納
中
学
校
区
域
を
除

立
水
納
中
学
校
区
域
を
除
部
、
児
童
に
対
す
る
教

く
。
）
、
名
護
市
、
宜
野
座

く
。
）
、
名
護
市
、
宜
野
座
育
を
行
う
小
学
部
並
び

村
、
金
武
町
、
恩
納
村
（
恩
納

村
、
金
武
町
、
恩
納
村
（
恩
納
に
生
徒
に
対
す
る
教
育

村
立
安
富
祖
、
喜
瀬
武
原
及
び

村
立
安
富
祖
、
喜
瀬
武
原
及
び
を
行
う
中
学
部
及
び
高

恩
納
小
学
校
区
域
に
限
る
。
）

恩
納
小
学
校
区
域
に
限
る
。
）

等
部
に
あ
っ
て
は
、
医

師
の
許
可
を
受
け
て
保

護
者
の
責
任
に
お
い
て

通
学
可
能
な
幼
児
及
び

児
童
生
徒
に
限
る
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



参 照 条 文
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 学 校 等 の 管 理 ）

第 三 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反 し な

い 限 り に お い て 、 そ の 所 管 に 属 す る 学 校 そ の 他 の 教

育 機 関 の 施 設 、 設 備 、 組 織 編 制 、 教 育 課 程 、 教 材 の

取 扱 い そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い て 、 必

要 な 教 育 委 員 会 規 則 を 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め よ う と す る 事

項 の う ち 、 そ の 実 施 の た め に は 新 た に 予 算 を 伴 う こ

と と な る も の に つ い て は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ

め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。

２ ・ ３ （ 略 ）

○ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ）

第 三 章 幼 稚 園

〔 入 園 資 格 〕

第 二 十 六 条 （ 略 ）

〔 園 長 、 教 頭 、 教 諭 そ の 他 の 職 員 〕

第 二 十 七 条 （ 略 ）

第 四 章 小 学 校

〔 体 験 活 動 の 充 実 〕

第 三 十 一 条 （ 略 ）

〔 修 業 年 限 〕

第 三 十 二 条 （ 略 ）

〔 教 科 用 図 書 ・ 教 材 〕

第 三 十 四 条 （ 略 ）

〔 学 齢 未 満 子 の 入 学 禁 止 〕

第 三 十 六 条 （ 略 ）

〔 校 長 、 教 頭 、 教 諭 そ の 他 の 職 員 〕

第 三 十 七 条 （ 略 ）

〔 学 校 の 評 価 〕

第 四 十 二 条 （ 略 ）

〔 情 報 提 供 〕

第 四 十 三 条 （ 略 ）

〔 私 立 小 学 校 の 所 管 庁 〕

第 四 十 四 条 （ 略 ）

第 五 章 中 学 校

〔 修 業 年 限 〕

第 四 十 七 条 （ 略 ）

第 六 章 高 等 学 校

〔 修 業 年 限 〕

第 五 十 六 条 （ 略 ）

〔 入 学 資 格 〕

第 五 十 七 条 （ 略 ）

〔 専 攻 科 、 別 科 〕

第 五 十 八 条 （ 略 ）

〔 専 攻 科 を 修 了 し た 者 の 大 学 へ の 編 入 学 〕

第 五 十 八 条 の 二 （ 略 ）

〔 入 学 、 退 学 、 転 学 等 〕

第 五 十 九 条 （ 略 ）

〔 校 長 、 教 頭 、 教 諭 そ の 他 の 職 員 〕

第 六 十 条 （ 略 ）

第 八 章 特 別 支 援 教 育

〔 目 的 〕

第 七 十 二 条 特 別 支 援 学 校 は 、 視 覚 障 害 者 、 聴 覚 障 害

者 、 知 的 障 害 者 、 肢 体 不 自 由 者 又 は 病 弱 者 （ 身 体 虚

弱 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し て 、 幼 稚 園 、 小 学

校 、 中 学 校 又 は 高 等 学 校 に 準 ず る 教 育 を 施 す と と も

に 、 障 害 に よ る 学 習 上 又 は 生 活 上 の 困 難 を 克 服 し 自

立 を 図 る た め に 必 要 な 知 識 技 能 を 授 け る こ と を 目 的

と す る 。

〔 目 的 の 明 示 〕

第 七 十 三 条 特 別 支 援 学 校 に お い て は 、 文 部 科 学 大 臣

の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 条 に 規 定 す る 者 に 対 す る

教 育 の う ち 当 該 学 校 が 行 う も の を 明 ら か に す る も の

と す る 。

〔 助 言 又 は 援 助 〕

第 七 十 四 条 特 別 支 援 学 校 に お い て は 、 第 七 十 二 条 に

規 定 す る 目 的 を 実 現 す る た め の 教 育 を 行 う ほ か 、 幼

稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 又



は 中 等 教 育 学 校 の 要 請 に 応 じ て 、 第 八 十 一 条 第 一 項

に 規 定 す る 幼 児 、 児 童 又 は 生 徒 の 教 育 に 関 し 必 要 な

助 言 又 は 援 助 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

〔 障 害 の 程 度 〕

第 七 十 五 条 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 視 覚 障 害 者 、 聴 覚

障 害 者 、 知 的 障 害 者 、 肢 体 不 自 由 者 又 は 病 弱 者 の 障

害 の 程 度 は 、 政 令 で 定 め る 。

〔 特 別 支 援 学 校 の 部 〕

第 七 十 六 条 特 別 支 援 学 校 に は 、 小 学 部 及 び 中 学 部 を

置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 必 要 の あ る

場 合 に お い て は 、 そ の い ず れ か の み を 置 く こ と が で

き る 。

② 特 別 支 援 学 校 に は 、 小 学 部 及 び 中 学 部 の ほ か 、 幼

稚 部 又 は 高 等 部 を 置 く こ と が で き 、 ま た 、 特 別 の 必

要 の あ る 場 合 に お い て は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 小 学 部 及 び 中 学 部 を 置 か な い で 幼 稚 部 又 は 高 等

部 の み を 置 く こ と が で き る 。

〔 教 育 課 程 に 関 す る 事 項 〕

第 七 十 七 条 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 の 教 育 課 程 そ の 他

の 保 育 内 容 、 小 学 部 及 び 中 学 部 の 教 育 課 程 又 は 高 等

部 の 学 科 及 び 教 育 課 程 に 関 す る 事 項 は 、 幼 稚 園 、 小

学 校 、 中 学 校 又 は 高 等 学 校 に 準 じ て 、 文 部 科 学 大 臣

が 定 め る 。

〔 寄 宿 舎 の 設 置 義 務 〕

第 七 十 八 条 特 別 支 援 学 校 に は 、 寄 宿 舎 を 設 け な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 の あ る と き は 、 こ

れ を 設 け な い こ と が で き る 。

〔 寄 宿 舎 指 導 員 〕

第 七 十 九 条 寄 宿 舎 を 設 け る 特 別 支 援 学 校 に は 、 寄 宿

舎 指 導 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

② 寄 宿 舎 指 導 員 は 、 寄 宿 舎 に お け る 幼 児 、 児 童 又 は

生 徒 の 日 常 生 活 上 の 世 話 及 び 生 活 指 導 に 従 事 す る 。

〔 特 別 支 援 学 校 の 設 置 義 務 〕

第 八 十 条 都 道 府 県 は 、 そ の 区 域 内 に あ る 学 齢 児 童 及

び 学 齢 生 徒 の う ち 、 視 覚 障 害 者 、 聴 覚 障 害 者 、 知 的

障 害 者 、 肢 体 不 自 由 者 又 は 病 弱 者 で 、 そ の 障 害 が 第

七 十 五 条 の 政 令 で 定 め る 程 度 の も の を 就 学 さ せ る に

必 要 な 特 別 支 援 学 校 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。

〔 特 別 支 援 学 級 〕

第 八 十 一 条 （ 略 ）

〔 準 用 規 定 〕

第 八 十 二 条 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 、 第 三 十 一 条

（ 第 四 十 九 条 及 び 第 六 十 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 三 十 二 条 、 第 三 十 四 条

（ 第 四 十 九 条 及 び 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 三 十 六 条 、 第 三 十 七 条 （ 第 二 十 八

条 、 第 四 十 九 条 及 び 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 四 十 二 条 か ら 第 四 十 四 条 ま で 、 第

四 十 七 条 及 び 第 五 十 六 条 か ら 第 六 十 条 ま で の 規 定 は

特 別 支 援 学 校 に 、 第 八 十 四 条 の 規 定 は 特 別 支 援 学 校

の 高 等 部 に 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。

第 九 章 大 学

〔 通 信 教 育 〕

第 八 十 四 条 （ 略 ）

○ 学 校 教 育 法 施 行 規 則 （ 昭 和22 年 文 部 省 令 第11

号 ）

〔 学 校 の 設 置 認 可 の 申 請 又 は 届 出 〕

第 三 条 学 校 の 設 置 に つ い て の 認 可 の 申 請 又 は 届 出

は 、 そ れ ぞ れ 認 可 申 請 書 又 は 届 出 書 に 、 次 の 事 項

（ 市 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 町 村 立 の 小 学

校 、 中 学 校 及 び 義 務 教 育 学 校 （ 市 町 村 が 単 独 で 又 は

他 の 市 町 村 と 共 同 し て 設 立 す る 公 立 大 学 法 人 （ 地 方

独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 六

十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 立 大 学 法 人 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） の 設 置 す る 小 学 校 、 中 学 校 及 び 義 務 教 育 学

校 を 含 む 。 第 七 条 に お い て 同 じ 。 ） に つ い て は 、 第

四 号 及 び 第 五 号 の 事 項 を 除 く 。 ） を 記 載 し た 書 類 及

び 校 地 、 校 舎 そ の 他 直 接 保 育 又 は 教 育 の 用 に 供 す る

土 地 及 び 建 物 （ 以 下 「 校 地 校 舎 等 」 と い う 。 ） の 図

面 を 添 え て し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 三 （ 略 ）

四 学 則

五 ・ 六 （ 略 ）

〔 学 則 の 記 載 事 項 〕

第 四 条 前 条 の 学 則 中 に は 、 少 く と も 、 次 の 事 項 を 記

載 し な け れ ば な ら な い 。

一 ～ 九 （ 略 ）

② （ 略 ）

③ 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 特 別 支 援 学 校 に

つ い て は 、 前 条 の 学 則 中 に 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 七 十 二 条 に 規 定 す る 者 に 対

す る 教 育 の う ち 当 該 特 別 支 援 学 校 が 行 う も の に 関 す

る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。


